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細菌を
“つけない”
「清潔」

“ふやさない”
「迅速または冷却」

“やっつける”
「加熱」

細菌性食中毒予防三原則

総 件 数
総患者数

（昨年同期）
総 件 数
総患者数

73 件
1900 名

90 件
1605 名

東食協ホームページ　 http://www.toshoku.or.jp

H
A
C
C
P
に
よ
る
衛
生
管
理
が
義
務
化
さ
れ
ま
す
！

※
東
京
都
自
主
管
理
認
証
制
度　

こ
の
制
度

は
、
H
A
C
C
P
の
考
え
方
を
取
り
入
れ
た

自
主
衛
生
管
理
を
支
援
す
る
制
度
で
す
。
認

証
基
準
の
元
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
国
が
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
と
し
て
示
し
た
管
理
運
営
基
準

で
、
そ
も
そ
も
が
H
A
C
C
P
の
７
原
則
に

基
づ
い
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、認
証
制
度
に
は
、

H
A
C
C
P
の
考
え
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い

ま
す
。

　

厚
生
労
働
省
は
、
こ
れ
ま
で
以
上
の

食
の
安
全
確
保
を
図
る
た
め
、
食
品
衛

生
管
理
の
国
際
標
準
で
あ
る

H
A
C
C
P
を
国
内
で
も
制
度
化
す

る
予
定
で
す
。
決
定
さ
れ
れ
ば
、
す
べ

て
の
食
品
事
業
者
に
対
し
、

H
A
C
C
P
に
よ
る
衛
生
管
理
が
義

務
づ
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

◉
H
A
C
C
P
と
は

　

H
A
C
C
P
と
は
、H

azard 
A

nalysis A
nd C

ritical 
C

ontrol Point

の
頭
文
字
と
っ

た
も
の
で
「
危
害
要
因
分
析
重
要
管
理

点
」
と
訳
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

1
9
9
3
年
、
国
連
の
国
連
食
糧

農
業
機
関
（
F
A
O
）
と
世
界
保
健
機

関
（
W
H
O
）
の
合
同
機
関
で
あ
る
食

品
規
格
（
コ
ー
デ
ッ
ク
ス
）
委
員
会
が
、

H
A
C
C
P
適
用
の
た
め
の
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
と
し
て
、「
H
A
C
C
P
の
12

手
順
」を
発
表
し
ま
し
た
。
現
在
で
は
、

食
品
衛
生
管
理
の
国
際
基
準
の
ひ
と
つ

と
な
っ
て
い
ま
す
。

◉
H
A
C
C
P
制
度
化
の
目
的

　

厚
生
労
働
省
は
諸
外
国
の
制
度
化
の

流
れ
を
踏
ま
え
、
我
が
国
に
お
い
て
も

食
品
衛
生
管
理
の
国
際
標
準
化
を
進
め

る
た
め
、
事
業
者
団
体
や
消
費
者
団
体

の
代
表
等
を
委
員
と
し
た
「
食
品
衛
生

管
理
の
国
際
標
準
化
に
関
す
る
検
討

会
」
に
お
け
る
検
討
結
果
を
踏
ま
え
、

製
造
・
加
工
、
調
理
、
販
売
等
を
行
う

全
て
の
食
品
等
事
業
者
を
対
象
に
、

H
A
C
C
P 

に
よ
る
衛
生
管
理
の
制

度
化
を
進
め
る
と
こ
と
と
し
ま
し
た
。

◉
食
品
事
業
者
に
求
め
ら
れ
る
取
組

　

制
度
化
さ
れ
る
と
、
各
食
品
事
業
者

は
何
を
ど
の
よ
う
に
進
め
れ
ば
よ
い
で

し
ょ
う
か
。

　

ま
ず
、
食
品
等
事
業
者
が
「
衛
生
管

理
計
画
書
」
を
作
成
し
ま
す
。「
衛
生

管
理
計
画
書
」
作
成
に
あ
た
り
、
自
分

の
施
設
の
衛
生
管
理
に
つ
い
て
、

「
H
A
C
C
P 

の
７
原
則
を
要
件
と
す

る
基
準
A
」
で
行
う
べ
き
か
、
ま
た

は
「
コ
ー
デ
ッ
ク
ス
H
A
C
C
P
の

弾
力
的
運
用
を
可
能
と
す
る

H
A
C
C
P
の
考
え
方
に
基
づ
く
衛

生
管
理
を
要
件
と
す
る
基
準
B
（
小

規
模
事
業
者
や
一
定
の
業
種
等
を
対

象
）」
で
行
う
べ
き
か
を
確
認
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

　

現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
主
に
製
造
業

は
基
準
A
で
、
小
規
模
の
飲
食
店
な

ど
は
基
準
B
で
衛
生
管
理
を
行
う
こ

と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、

詳
細
は
今
後
、
示
さ
れ
る
予
定
で
す
。

　

一
方
、
制
度
化
に
先
立
ち
、
国
は
、

取
組
を
行
う
各
食
品
事
業
者
の
負
担
軽

減
を
図
る
た
め
、
各
食
品
等
事
業
者
団

体
に
基
準
A 

、
基
準
B 

に
対
応
す

る
た
め
の
「
手
引
書
」
の
作
成
を
依
頼

し
て
い
ま
す
。
各
食
品
等
事
業
者
団
体

が
作
成
し
た
手
引
書
に
つ
い
て
は
、
よ

り
実
効
性
の
あ
る
も
の
と
す
る
た
め
、

国
や
関
係
の
専
門
家
が
内
容
に
つ
い
て

助
言
、
確
認
、
検
討
を
行
う
場
と
し
て

「
食
品
衛
生
管
理
に
関
す
る
技
術
検
討

会
」
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、制
度
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、

保
健
所
等
地
方
自
治
体
が
手
引
書
に
基

づ
き
事
業
者
に
対
す
る
指
導
を
行
う
こ

と
で
、
統
一
的
な
運
用
を
図
る
こ
と
が

見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

手
引
書
は
、
特
に
中
小
規
模
の
食
品

事
業
者
が
H
A
C
C
P
に
取
り
組
む

き
っ
か
け
と
な
る
よ
う
に
作
成
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
記
載
さ
れ
て
い
る
内
容
は

例
示
と
し
て
の
位
置
づ
け
で
す
。

　

各
食
品
事
業
者
が
、
自
ら
の
施
設
で

取
り
扱
う
食
品
の
種
類
や
製
造
方
法
な

ど
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
手
引
書
に
書
か

れ
て
い
る
管
理
方
法
以
外
の
方
法
も
考

え
ら
れ
ま
す
。
各
食
品
事
業
者
が
取
り

扱
う
製
品
に
適
し
た
改
良
が
加
え
ら
れ

る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

◉
制
度
に
向
け
て
の
準
備
１
＝
基
準

A
、
B
と
５
S

　

各
食
品
事
業
者
は
、
H
A
C
C
P

制
度
化
を
見
据
え
て
、
現
在
の
時
点
で

何
を
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
し
ょ

う
か
。

　

現
在
、
基
準
A
,
基
準
B
を
適
用

す
る
許
可
業
種
等
や
、「
管
理
計
画
書
」

に
何
を
記
載
す
べ
き
か
、
そ
れ
を
保
健

所
等
に
提
出
す
る
必
要
が
あ
る
の
か

等
、
具
体
的
な
と
こ
ろ
は
示
さ
れ
て
い

ま
せ
ん
が
、
各
食
品
事
業
者
は
、
制
度

化
に
備
え
て
今
か
ら
準
備
を
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

　

H
A
C
C
P
の
7
原
則
と
い
わ
れ

る
も
の
は
、
H
A
C
C
P
に
基
づ
く

衛
生
管
理
手
法
の
基
本
的
な
考
え
方

で
、今
回
国
が
示
し
て
い
る
「
基
準
A
」

で
す
。

　

こ
れ
を
見
て
、
自
分
の
お
店
で
対
応

す
る
の
は
、
到
底
無
理
で
は
な
い
か
、

そ
う
感
じ
た
方
が
ほ
と
ん
ど
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

　

そ
の
よ
う
な
方
に
適
用
さ
れ
る
予
定

の
基
準
が
「
基
準
B
」
で
す
。
基
準

B
は
、
こ
れ
ま
で
実
施
し
て
き
た
「
一

般
衛
生
管
理
」
が
基
本
と
な
っ
て
い
る

と
考
え
て
よ
い
も
の
で
す
。
必
要
な
の

は
ど
の
事
業
者
の
皆
様
に
も
お
馴
染
み

の「
５
S
」そ
の
も
の
で
す
。
整
理（
せ

い
り
）、整
頓
（
せ
い
と
ん
）、清
潔
（
せ

い
け
つ
）、清
掃
（
せ
い
そ
う
）、躾
（
し

つ
け
）
で
す
。

　

い
ま
一
度
、
自
分
の
施
設
を
見
回
し

て
、
す
で
に
実
施
し
て
い
る
衛
生
管
理

を
改
め
て
確
認
し
、
適
切
に
実
施
で
き

て
い
た
か
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

◉
制
度
に
向
け
て
の
準
備
２
＝
記
録
す
る

　

衛
生
管
理
が
適
切
に
実
施
で
き
て
い

た
と
し
て
も
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
し
っ

か
り
と
、
継
続
的
に
実
施
す
る
た
め
に

は
、
日
々
の
定
期
的
な
確
認
や
記
録
が

必
要
で
す
。
ま
ず
は
、
自
分
の
施
設
で

で
き
る
記
録
の
方
法
を
考
え
ま
し
ょ

う
。

　
「
自
分
ひ
と
り
な
の
で
、
記
録
な
ん

て
馴
染
ま
な
い
」
と
思
っ
て
い
る
方
は

い
ま
せ
ん
か
？
そ
の
よ
う
な
方
は
、
ま

ず
は
、
営
業
開
始
前
や
終
了
時
に
指
さ

し
確
認
等
を
し
、
問
題
な
け
れ
ば
記
録

表
に
○
を
つ
け
て
お
く
こ
と
か
ら
始
め

て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。

　

手
軽
な
記
録
簿
が
な
い
、
と
い
う
方

は
、
東
京
都
食
品
衛
生
協
会
が
配
布
し

て
い
る
記
録
簿
付
き
の
カ
レ
ン
ダ
ー
な

ど
を
使
っ
て
み
る
の
は
い
か
が
で
し
ょ

う
。

◉
保
健
所
等
の
取
組

　

保
健
所
等
を
含
む
都
の
具
体
的
対
応

に
つ
い
て
は
、
国
か
ら
制
度
の
仕
組
等

が
具
体
的
に
示
さ
れ
て
か
ら
と
な
り
、

今
後
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま

す
。
H
A
C
C
P
の
制
度
化
に
あ
た

り
、食
品
衛
生
法
の
改
正
等
が
あ
れ
ば
、

そ
れ
に
基
づ
き
必
要
な
整
理
を
行
い
、

対
応
の
た
め
の
ル
ー
ル
作
り
を
し
ま

す
。

　

そ
れ
に
あ
わ
せ
て
、
食
品
事
業
者
の

皆
様
に
も
制
度
に
係
る
必
要
な
周
知
、

対
応
や
書
類
作
成
等
に
つ
い
て
の
説
明

会
等
を
開
催
す
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ

う
。

　

そ
れ
ま
で
も
う
少
し
時
間
を
要
し
ま

す
の
で
、
現
段
階
で
は
、
食
品
事
業
者

そ
れ
ぞ
れ
で
準
備
を
し
て
頂
く
こ
と
に

な
り
ま
す
。
業
界
団
体
が
作
成
し
て
い

る
手
引
書
や
、
食
品
衛
生
カ
レ
ン
ダ
ー

な
ど
を
活
用
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、「
東
京
都
食
品
衛
生
自
主
管

理
認
証
制
度
※
」
の
認
証
基
準
を
参
考

に
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
認
証
取
得
前

の
段
階
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
い
う
仕
組
も

あ
り
ま
す
の
で
、
取
り
組
ん
で
み
て
く

だ
さ
い
。

HACCP による衛生管理
　食品の製造・加工工程のあらゆる段階で発生するおそれのある微生物汚染等の危害を
あらかじめ分析し、それに基づき製造工程のどの段階でどのような対策をすれば安全に
製品を得ることができるかという重要管理点を定め、これを連続的に監視することで製
品の安全を確保するというもの。12 の手順を踏むこととなっており、なかでも手順 6
から手順 12 までは特に重要で「HACCP の 7原則」と呼ばれている。

手順１～５　省略
手順 6（原則 1）：各工程で危害要因になりそうなものを洗い出して分析し、対処方法を検討
手順 7（原則 2）：加熱殺菌や金属探知など危害要因を取り除くための重要管理点（CCP）を決定
手順 8（原則 3）：CCP が適切に制御されているかどうかを判定するための管理基準（CL）を設定
手順 9（原則 4）：CCP が適切に管理されているかどうかを確認するためのモニタリング方法を設定
手順 10（原則 5）：モニタリングした結果、CL から外れているときに行う改善措置を設定
手順 11（原則 6）：HACCP が適切に機能しているかを確認するための検証方法を設定
手順 12（原則 7）：HACCP を実施したことを記録に残し、保存するための方法を設定（それにより、 
　　　　工程のどこに問題があったかが一目でわかる。）

食品衛生管理の国際標準化に関する検討会最終とりまとめ（概要）
平成 28 年 12 月発表

【現状】
・食品衛生管理の国際標準であるHACCP は先進国を中心に義務化されている。
・食中毒事件数は下げ止まりの傾向だが、今後の高齢化による食中毒リスクは増加する懸念がある。
・金属等の危害性のある異物混入による回収告知件数が増加傾向にある。
・多くの食中毒の原因は一般衛生管理の実施の不備にある。
・食品流通の更なる国際化、東京オリンピック・パラリンピック等を見据えた我が国の食品衛生管
理の水準を国内外に示す必要である。

【趣旨】
・国内の食品の安全性の更なる向上には、HACCP による衛生管理の定着を図る必要がある。
・HACCP による衛生管理の考え方は、これまでの衛生管理と全く異なるものではなく、事業者が自
　ら考えて安全性確保の取組を推進するというもの。
・フードチェーン全体で取り組むことにより、各段階で関わる食品等事業者のそれぞれの衛生管理
　の取組・課題が明確化する。これにより、フードチェーン全体の衛生管理が「見える化」され、　
食品の安全性の向上につながる。
・あわせて、施設設備の衛生管理等の一般衛生管理の着実な実施が不可欠となる。
・食品ごとの特性や、事業者の状況等を踏まえ、小規模事業者等に十分配慮した実現可能な方法で
　着実な取組を推進するものである。

【制度のあり方の方向性】
・基本的な考え方▶一般衛生管理をより実効性のある仕組みとするとともに、HACCP による衛生管
　理の手法を取り入れ、我が国の食品の安全性の更なる向上を図る。

・対象事業者▶フードチェーンを構成する食品の製造・加工、調理、販売等を行う全ての食品等事
　業者が対象である。

・衛生管理計画の作成▶食品等事業者は、一般衛生管理及びHACCP による衛生管理のための「衛生
　管理計画」を作成する。

・HACCP による衛生管理の基準
　基準 A：コーデックスHACCP の７原則を要件とする。
　基準 B：一般衛生管理を基本とし、事業者の実情を踏まえた手引書等を参考に、必要に応じて重
　　　　　要管理点を設け管理するなど、弾力的な取扱いを可能とする。
　　　　　小規模事業者や一定の業種等※を対象とする。
　　　　　※一定の業種等とは、当該店舗での小売のみを目的とした製造・加工、調理を行ってい
　　　　　る事業者、提供する食品の種類が多く、かつ、変更頻度が高い業種、一般衛生管理で管
　　　　　理が可能な業種等（飲食業、販売業等）

・小規模事業者等への配慮
　ガイドラインの作成、導入のきめ細かな支援、準備期間を設定等
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存
す
る
こ
と
、
産
地
情
報
を
取
引
先
や

消
費
者
に
伝
達
す
る
こ
と
を
義
務
付
け

る
も
の
で
す
。

　

取
引
等
の
記
録
の
作
成
・
保
存
が

　

必
要
で
す
。

◉
対
象
品
目
：
精
米
、
玄
米
、
雑
穀
（
赤

米
、
黒
米
等
）、
米
飯
類
（
ご
飯
、
冷

凍
ご
飯
、
包
装
米
飯
）
等

◉
伝
票
の
内
容
：
品
名
、
産
地
、
数
量
、

年
月
日
、
取
引
先
名
、
搬
出
入
し
た
場

所◉
保
存
期
間
：
三
年
間
（
消
費
期
限
が

付
さ
れ
て
い
る
商
品
に
つ
い
て
は
三
か

月
）

★
実
際
の
取
引
に
お
い
て
取
り
交
わ
さ

れ
る
伝
票
類
（
帳
簿
で
も
可
）
に
お
い

て
、
前
記
の
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
れ

ば
、
そ
れ
を
保
存
し
て
お
く
こ
と
で
、

記
録
を
作
成
・
保
存
し
た
こ
と
に
な
り

ま
す
。

　

一
般
消
費
者
へ
の
産
地
情
報
の

　

伝
達
が
必
要
で
す
。

　

ご
飯
（
米
飯
類
）
を
提
供
す
る
際
は
、

以
下
の
方
法
等
に
よ
り
お
米
の
産
地
を

　

米
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
法
と
は
、
問

題
が
発
生
し
た
場
合
な
ど
に
、
流
通

ル
ー
ト
を
速
や
か
に
特
定
す
る
た
め
、

米
穀
等
の
取
引
等
の
記
録
を
作
成
・
保

消
費
者
に
伝
え

て
く
だ
さ
い
。

◉
店
内
に
産
地

を
知
る
こ
と
が

で
き
る
方
法
を

掲
示

◉
店
内
に
産
地

情
報
を
掲
示

◉
メ
ニ
ュ
ー
に

産
地
情
報
を
記

載※
雑
穀（
赤
米
、

黒
米
等
）
に
つ

い
て
も
産
地
の

伝
達
が
必
要
で

す
。

　

外
食
事
業
者

の
皆
さ
ま
の
ご

理
解
と
適
正
な

取
組
を
お
願
い

し
ま
す
。

（
お
問
合
せ
先
）

関
東
農
政
局
東

京
都
拠
点
☎
０

３
・
５
１
４
４
・

５
２
６
８

り
、
監
視
指
導
を
行
い
ま
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
三
百
三
十
四
軒
に
対
し

て
食
品
の
衛
生
的
な
取
扱
い
等
に
つ
い

て
改
善
を
指
導
し
ま
し
た
。

　

特
に
高
齢
者
に
食
事
を
提
供
す
る

二
百
九
十
二
軒
に
対
し
て
は
、
腸
管

出
血
性
大
腸
菌
O
1
5
7
に
よ
る
食

中
毒
防
止
の
た
め
の
重
点
的
な
監
視
を

行
い
、
十
四
軒
に
対
し
て
生
野
菜
の
殺

菌
等
に
つ
い
て
改
善
指
導
を
行
い
ま
し

た
。（
表
２
参
照
）

　

実
施
結
果
の
概
要

　

こ
の
期
間
、
食
品
関
係
営
業
施
設
延

べ
十
万
七
千
二
百
三
十
軒
の
立
入
検
査

を
行
い
、
食
品
の
衛
生
的
な
取
扱
い
等

に
つ
い
て
指
導
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
食
品
等
五
千
八
百
十
一
検
体

に
つ
い
て
検
査
を
実
施
し
た
結
果
、
大

腸
菌
群
が
検
出
さ
れ
た
「
ラ
ク
ト
ア
イ

ス
」、
規
制
値
を
超
え
る
下
痢
性
貝
毒

が
検
出
さ
れ
た
「
ホ
タ
テ
ガ
イ
」
等
、

計
五
検
体
（
違
反
率
〇
・
〇
九
％
）
の

違
反
を
発
見
し
、
必
要
な
措
置
を
行
い

ま
し
た
。（
表
１
参
照
）

　

重
点
監
視
項
目
の
結
果
概
要

◉
大
量
調
理
施
設
等
の
監
視
指
導

　

食
中
毒
が
発
生
し
た
際
に
大
規
模
な

患
者
発
生
に
つ
な
が
る
集
団
給
食
施

設
、
宿
泊
施
設
、
弁
当
製
造
施
設
等
、

一
度
に
大
量
の
食
品
を
調
理
す
る
施
設

延
べ
六
千
五
百
四
十
八
軒
に
立
ち
入

◉
食
肉
等
の
監
視
指
導

　

焼
肉
店
等
の
飲
食
店
や
食
肉
販
売
店

等
延
べ
一
万
千
五
百
十
三
軒
に
立
入

り
、
鶏
肉
、
ジ
ビ
エ
等
の
適
切
な
取
扱

い
や
、
ユ
ッ
ケ
等
の
生
食
用
牛
肉
、
豚

の
食
肉
に
関
す
る
規
格
基
準
を
遵
守
し

て
い
る
か
監
視
指
導
を
行
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
鶏
肉
等
を
卸
売
販
売
し
て
い

る
食
肉
卸
売
業
等
五
百
十
一
軒
に
対
し

て
は
、
飲
食
店
営
業
者
が
鶏
肉
を
客
に

提
供
す
る
際
に
は
加
熱
が
必
要
で
あ
る

旨
の
情
報
を
、
表
示
や
商
品
規
格
書
等

に
よ
り
確
実
に
伝
達
す
る
よ
う
指
導
を

行
い
ま
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
鶏
肉
等
を
生
や
加
熱
不

十
分
で
提
供
し
て
い
た
飲
食
店
や
、
加

熱
が
必
要
で
あ
る
旨
の
情
報
伝
達
を

行
っ
て
い
な
か
っ
た
食
肉
卸
売
業
等
三

百
三
十
六
軒
に
対
し
て
、
生
食
で
の
提

供
中
止
や
、
加
熱
が
必
要
で
あ
る
旨
を

確
実
に
伝
達
す
る
よ
う
指
導
し
ま
し

た
。（
表
３
参
照
）

◉
食
品
の
表
示
に
関
す
る
監
視
指
導

　

期
限
表
示
や
ア
レ
ル
ゲ
ン
等
の
表
示

事
項
を
中
心
に
、
二
十
万
五
千
二
十
五

品
目
の
食
品
に
つ
い
て
、
食
品
表
示
法

に
基
づ
く
表
示
監
視
を
実
施
し
ま
し

た
。

　

そ
の
結
果
、
二
百
六
十
七
品
目
（
違

反
率
〇
・
一
三
％
）
の
食
品
に
つ
い
て
、

食
品
添
加
物
や
原
産
地
等
の
表
示
を
適

正
に
行
う
よ
う
指
導
し
ま
し
た
。

◉
そ
の
他

　

東
京
２
０
２
０
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ

ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
を
三
年
後
に

控
え
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
衛
生
管
理
の

徹
底
が
求
め
ら
れ
る
宿
泊
施
設
六
百
二

十
九
軒
と
、
観
光
地
の
飲
食
店
等
五
千

三
百
六
十
一
軒
に
対
し
て
、
重
点
的
な

監
視
指
導
を
行
い
ま
し
た
。

　

そ
の
結
果
、五
百
五
十
軒
に
対
し
て
、

自
主
管
理
の
推
進
等
に
つ
い
て
指
導
し

ま
し
た
。

　

食
品
等
の
収
去
検
査
結
果

　

食
品
等
五
千
八
百
十
一
検
体
に
つ
い

て
、
五
万
九
千
二
百
十
九
項
目
の
検
査

を
実
施
し
、
五
検
体
の
違
反
を
発
見
し

ま
し
た
（
違
反
率 

〇
・
〇
九
％
）。

　

違
反
品
に
つ
い
て
は
、
改
善
指
導
等

の
必
要
な
措
置
を
行
っ
た
他
、
輸
入
者

等
を
所
管
す
る
自
治
体
へ
通
報
を
行
い

ま
し
た
。

◉
主
な
違
反
品

・
大
腸
菌
群
を
検
出
し
た
「
ラ
ク
ト
ア

イ
ス
」

・
規
制
値
を
超
え
る
下
痢
性
貝
毒
を
検

出
し
た｢

ホ
タ
テ
ガ
イ｣

・
基
準
値
を
超
え
る
農
薬
を
検
出
し
た

「
冷
凍
グ
リ
ー
ン
ピ
ー
ス
」（
ポ
ー
ラ
ン

ド
か
ら
の
輸
入
品
）

　

公
表
予
定

　

今
回
の
一
斉
監
視
事
業
の
最
終
的
な

実
施
結
果
に
つ
い
て
は
「
食
品
衛
生
関

係
事
業
報
告
」
に
お
い
て
公
表
す
る
予

定
で
す
。

今
夏
の
食
品
衛
生
一
斉
監
視

実
施
結
果
ま
と
ま
る
中
間
報
告

６
月
１
日
〜
７
月
31
日

　

食
中
毒
の
発
生
を
未
然
に
防
止
し
、
食
品
の
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
、
都
及
び
特
別
区
・
八
王
子
市
・
町
田
市
は
、

六
月
一
日
か
ら
八
月
三
十
一
日
ま
で
、
食
品
関
係
事
業
者
等
に
対
す
る
夏
の
食
品
衛
生
一
斉
監
視
を
実
施
し
ま
し
た
。

　

こ
の
う
ち
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
実
施
結
果
に
つ
い
て
、
八
月
二
十
九
日
公
表
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
そ
の
概
要
を
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

ご存じですか？
米トレーサビリティ法

立入検査実施状況 収去検査実施状況

立
入
延
軒
数

行
政
措
置
実
施
軒
数

行
政
措
置
実
施
件
数
※

（内訳）
総
検
査
検
体
数

行政指導
不
利
益
処
分

法
違
反
検
体
数

口
頭
注
意

指
導
文
書
交
付

（
衛
生
指
導
注
意
票
含
む
）

そ
の
他

合計 107,230 2,991 3,057 2,983 20 54 0 5,811 5 

製造・処理施設 10,391 184 188 177 0 11 0 1,067 3 

販売施設 63,215 1,277 1,314 1,303 2 9 0 1,742 2 

調理施設 32,559 1,470 1,494 1,444 16 34 0 2,786 0 

その他 1,065 60 61 59 2 0 0 216 0 
※１軒に対して複数件の行政措置を行う場合があるため、行政措置実施軒数とは一致しない。

表１　総括表

表 3　食肉の生食での提供等に対する監視指導

　
立
入
軒
数

食
肉
を
生
食
等
で

取
り
扱
う
軒
数

取扱種類（再掲）※
規格基準等が定められている食肉 鶏

刺
し
及
び

鶏
レ
バ
ー
等

そ
の
他

牛
レ
バ
ー

牛
ユ
ッ
ケ
等

生
食
用
牛
肉

豚
レ
バ
ー

豚
刺
し
等

馬
レ
バ
ー

馬
刺
し
等

合　計 3,679 457 0 42 0 0 9 221 218 6 

飲食店営業 2,755 435 0 42 0 0 8 200 217 6 

食肉販売業 814 20 0 0 0 0 1 19 0 0 

食肉処理業 110 2 0 0 0 0 0 2 1 0 

※複数計上であるため、その合計は「食肉を生食等で取り扱う軒数」と一致しない。

表 2　重点監視指導結果
立入検査実施状況 収去検査実施状況

立
入
延
軒
数

行
政
措
置
実
施
軒
数

行
政
措
置
実
施
件
数
※

（内訳）
総
検
査
検
体
数

行政指導
不
利
益
処
分

法
違
反
検
体
数

口
頭
注
意

指
導
文
書
交
付

（
衛
生
指
導
注
意
票
含
む
）

そ
の
他

大量調理施設等の監視
指導 6,548 334 342 324 4 14 0 1,708 0 

食肉等の監視指導 11,513 336 337 335 2 0 0 244 0 

その他（宿泊施設及び
観光地の飲食店等） 5,990 550 550 550 0 0 0 122 0 

※１軒に対して複数件の行政措置を行う場合があるため、行政措置実施軒数とは一致しない。


